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２ ジェンダーの視点をふまえた学校保健 

（１）学校保健とジェンダー 

平成２０年１月の中央教育審議会答申に「学校は，心身の成長発達段階にある子どもたちが集い，

人と人との触れ合いにより，人格の形成をしていく場であり，子どもが生き生きと学び，運動等の

活動を行うためには，学校という場において，子どもの健康や安全の確保が保障されることが不可

欠となる」とある。

子どもの健康や安全の確保が保障されているということについて，ジェンダーの視点から考える

と，学校保健は，生物学的な性別に関することだけでなく，社会的・文化的に作られる性別（例：

男らしさ・女らしさ）にも配慮し，児童一人一人が安心して能力を発揮しながら生きていけるよう

支えることであると考える。それは身体的，精神的，社会的そして性的存在として児童の尊厳と成

長が認められることであり，さらには，疾病や障害があっても性別による二次的被害を受けること

なく学校生活を過ごすことができるということである。

ところが，現状では社会，文化やメディア等の環境の変化の中で，学校のみならず家庭や地域社

会でも子どもたちの健康や安全が完全に確保されているとはいえないで問題が生じることも少なく

ない。この背景には，学校，家庭，地域社会の中に根強く残る性別に関する固定的な社会通念や慣

習，ジェンダーによる偏見等があることも学校保健上では考慮しておくことが必要である。

心の問題の中には医学的な対応を必要とするものもあるので，早期に適切な対応をしていくこと

が大切である。ジェンダーに基づく偏見から問題が生じたり，複雑になったりしないよう，保健教

育や相談活動を行う保健主事や養護教諭は「ジェンダーに敏感な視点」を持ちながら支援体制をつ

くっておきたい。

（２）ジェンダーの視点による保健教育 

学校における保健教育は，生涯を通じて性別にかかわらず，心身共に健康で安全な生活を送るた

めの基礎を培うものである。特に，性に関する教育では，男女共に自分自身の心身の発育・発達や

ジェンダー(社会的性別)の視点」とは…

「社会的性別」（ジェンダー）は性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につな

がっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこ

うとする視点のこと。（出典：内閣府男女共同参画局）
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性に関する内容を理解し，自ら健康を管理し改善できる能力を育てるとともに，男女がお互いの性

を理解し合って，対等に人間関係を築くことができる力を育てていく必要がある。

ジェンダーの視点からの保健教育では，生物学的な性の科学情報に限らず，社会的，文化的に作

られた性への通念や慣習，メディアによる情報等を偏った見方ではなく，情報や事実を提供するこ

とが大切であると考える。

養護教諭は，性に関する科学的な情報や保健室で児童から直接得られる性に関する情報を，性に

関する教育の計画立案に積極的に反映させる立場にある。担任とチームを組んで保健学習などの授

業を行うこともできる立場でもある。例えば，今回のモデル授業案にあるように，性別に関するメ

ディア・リテラシーの習得や身近に起こり得る暴力を社会構造として客観的にとらえさせる等々の

取組へは担任と一緒になって授業を組み立てることができるであろう。これは男女平等教育の推進

につながるものでもある。

このような保健教育は，子どもたちが，固定的な性別役割分担意識が残っている地域社会，家庭，

もしくは学校生活の中で，相手の性を尊重しつつ人間関係を築くための大切な要素の一つとなる。

この点からも，保健教育に携わる教諭は，子どもの心身の発達の背後にあるジェンダーによる偏

見を見抜く社会科学の知識をもち，発達段階に応じた保健教育を行うことが大切である。

（３）ジェンダーの視点による相談活動 

学校においては，児童一人一人とかかわる上で，相談活動の際にもジェンダーの視点を持ってお

きたい。そして，相談内容の解決に向けては，直接児童の相談を受ける養護教諭自身の姿勢が大切

である。

養護教諭の行う健康相談は心身の健康問題に関して専門的な立場から行われる。その職務の特質

や保健室という場所から次のことがいえる。

・ 全校の児童を対象とするので，入学時から経年的に児童一人一人の性に関する心身の成長・発

達を見ることができる。

・ 活動の中心となる保健室は，個人として，心を開いて話ができる場所である。

・ 児童は，特に心の健康問題を言葉に表すことが難しく身体症状として現れやすいため，問題を

早期に発見しやすい。

・ 保健室頻回来訪者，不登校傾向者，非行や性に関する問題などを抱える児童と保健室で個別に

かかわる機会が多く，児童個人の行動の背後にある家庭問題や交友問題等を個別に見ることが

できる。
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・ 職務の多くは，学級担任をはじめとする教職員，学校医，外部ソーシャルワーカー，保護者等

と連携して行われる。          

・ 健康診断，救急処置などを通して児童の心身の健康状態を容易に把握でき，家庭での性別に対

する考え方に起因する虐待や自傷行為等，異常事態を発見しやすい。

このように養護教諭は，個人としての児童の心身の健康問題を発見しやすく，また支援もしやす

い立場にある。他の教職員と同様に，児童への言動は影響が大きく，ジェンダーに敏感な視点を持

ってかかわることがとても大切である。

また，社会情勢としては，家庭における配偶者からの暴力（DV）や，児童虐待，性的被害などの

問題も多様化している。

さらに今日では，ＧＩＤ（Gender Identity Disorder：性同一性障害）当事者の約９割までが中

学生までに性別違和感を自覚していて，特にＦＴＭ（Female To Male：生物学的性別が女性で性の

自己意識が男性の事例）当事者では小学校入学時の約７割が性別違和感を持っていたという実態も

あるので，ＧＩＤについて理解を深めておくことも必要であると考える。

それらの問題は，児童個人の問題ではなく，行動様式等が男か女かの二者択一的な考え方に縛ら

れている社会構造的な問題であることを理解しておくことが大切である。養護教諭は，児童が傷つ

いたり固定的な性別役割分担意識が刷り込まれたりすることがないよう配慮し，そして「あなたは

悪くない」「あなたは大切な人です」というメッセージを贈ることができる存在でありたい。

以上のように学校においては，児童の抱える問題の背景にジェンダーに起因するものがないか，

心の問題が身体の健康に影響を与えていないか，常に考える姿勢を持っておきたい。ジェンダーに

関する社会的な情勢を知っておくこと，国，県，市の男女共同参画に関する法律や行動計画にも目

を向けること，外部にどのような相談機関や支援者がいるかを把握しておくことなど，日頃から様々

な方面にアンテナを張り新しい情報を得て，解決に向けてのしっかりとした対応ができる体制をつ

くっておくことが大切であると考える。

（参考文献） 

 ○「学校保健の課題とその対応－養護教諭の職務等に関する調査結果から－」：日本学校保健会(2012) P65 

 ○「学校保健における性同一性障害－学校と医療との連携－」：中塚幹也(2010)：日本医事新報 No.4521 P60～64 
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Ⅲ 資 料 編

男女共同参画関係用語

男女共同参画影響調査（以下，影響調査という）

影響調査とは，主に国及び地方公共団体の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

を調査することをいいます。また，社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成

に及ぼす影響に関する調査も含みます。あらゆる施策や社会制度・慣行について男女共同

参画の視点，ジェンダーに敏感な視点に立って見直そうとする「ジェンダー主流化」のた

めの取組です。

男女共同参画社会基本法第２２条においては，男女共同参画会議は，政府の施策が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し，必要があると認めるときは，内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し，意見を述べることとされています （基本法関連条文 第４条，第。

１５条，第１８条，第２２条）

Ｍ字カーブ

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき，３０歳代を谷とし，２０歳代

後半と４０歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいいます。こ

れは，結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く，子育てが一段落すると再び労

働市場に参入するという特徴があるためです。なお，国際的にみると，アメリカやスウェ

ーデン等の欧米先進諸国では，子育て期における就業率の低下はみられません。

間接差別

外見上は，性中立的な規定，基準，慣行等が，他の性の構成員と比較して，一方の性の

構成員に相当程度の不利益を与え，しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正

当性が認められないものを指します。

クオータ制（割当制）

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の手法の一つであり，人種や性別などを基準

に一定の人数や比率を割り当てる制度のことです。

ジェンダー

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間には生まれついての生物学的性

別（セックス／ ）があります。一方，社会通念や慣習の中には，社会によって作り上sex
げられた「男性像 「女性像」があり，このような男性，女性の別を「社会的・文化的」，

に形成された性別」(ジェンダー／ ）といいます 「社会的・文化的に形成された性gender 。

別」は，それ自体良い，悪いの価値を含むものではなく，国際的にも使われています。

ジェンダー主流化

， ， ，あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため 全ての政策 施策及び事業について

ジェンダーの視点を取り込むことをいいます。ジェンダーと開発( )イニシアティブにGAD
おいては，開発におけるジェンダー主流化を 「全ての開発政策や施策，事業は男女それ，
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， ， ， ， ，ぞれに異なる影響を及ぼすという前提に立ち 全ての開発政策 施策 事業の計画 実施

モニタリング，評価のあらゆる段階で，男女それぞれの開発課題やニーズ，インパクトを

明確にしていくプロセス」と定義しています。

なお 「ジェンダーと開発( ： 」とは，開発におけるジェンダ， ）GAD Gender and Development
， ， ，ー不平等の要因を 女性と男性の関係と社会構造の中で把握し 両性の固定的役割分担や

ジェンダー格差を生み出す制度や仕組みを変革しようとするアプローチのことです。

ジェンダー統計（男女別等統計）

男女間の意識による偏り，格差及び差別の現状並びにその要因や現状が生み出す影響を

客観的に把握するための統計です。

ジェンダー(社会的性別）の視点

「社会的文化的に形成された性別」(ジェンダー）が性差別，性別による固定的役割分

担，偏見等につながっている場合もあり，これらが社会的に作られたものであることを意

識していこうとするものです。

このように 「ジェンダーの視点」でとらえられる対象には，性差別，性別による固定，

， 。的役割分担及び偏見等 男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあります

その一方で，対象の中には，男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあ

り，このようなものまで見直しを行おうとするものではありません。社会制度・慣行の見

直しを行う際には，社会的な合意を得ながら進める必要があります。

ジェンダー予算

政策策定，予算編成，執行，決算，評価など予算の全過程に男女共同参画の視点を反映

し，男女共同参画を促進するようにしていくことです。男女共同参画社会の形成に影響を

与え得る全ての施策が対象となり得ます 「ジェンダー予算」に定まった手法は確立され。

ておらず，各国で多様な取組が行われています。

性的指向

性的指向とは，人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり，具体

的には，恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛，同性に向かう同性愛，男女両方に向か

う両性愛を指します。

セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴力につ

いての取り組むべき課題とその対策 （平成１６年３月）では，セクシュアル・ハラスメ」

ントについて 「継続的な人間関係において，優位な力関係を背景に，相手の意思に反し，

て行われる性的な言動であり，それは，単に雇用関係にある者の間のみならず，施設にお

ける職員とその利用者との間や団体における構成員間など，様々な生活の場で起こり得る

ものである 」と定義しています。。
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積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

「積極的改善措置 （いわゆるポジティブ・アクション）とは，様々な分野において，」

活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため，必要な範囲内において，男女のいず

れか一方に対し，活動に参画する機会を積極的に提供するものであり，個々の状況に応じ

て実施していくものです。

， ，積極的改善措置の例としては 国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や

女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されています。

男女共同参画社会基本法では，積極的改善措置は国の責務として規定され，また，国に

準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。

男女共同参画社会

男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的

利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うべき社会のことです。

男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会の形成に関し，基本理念を定め，並びに国，地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに，男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより，男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを

目的として，平成１１年６月２３日法律第７８号として，公布，施行されました。

配偶者からの暴力

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律 （平」

成１６年６月２日公布，平成１６年１２月２日施行）では，配偶者からの暴力を「配偶者

からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす

ものをいう ）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴。

力等」という ）をいい，配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に，その者が離婚。

をし，又はその婚姻が取り消された場合にあっては，当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含むものとする 」と定義しています。。

なお，内閣府においては，対象範囲に恋人も含むより広い概念として 「夫・パートナ，

ーからの暴力」という用語を使用する場合もあります。ここで「夫」という言葉を用いて

いるのは，女性が被害者になることが圧倒的に多いからです。

， 「 （ 」ちなみに 一般的に使用されている ドメスティック・バイオレンス )Domestic Violence
や「 」は，法令等で明確に定義された言葉ではありません。DV

北京宣言及び行動綱領

第４回世界女性会議で採択されました。行動綱領は１２の重大問題領域にそって女性の

エンパワーメントのためのアジェンダを記しています。具体的には 〈１〉女性と貧困，，

〈２〉女性の教育と訓練 〈３〉女性と健康 〈４〉女性に対する暴力 〈５〉女性と武力， ， ，

闘争 〈６〉女性と経済 〈７〉権力及び意思決定における女性 〈８〉女性の地位向上の， ， ，

，〈 〉 ，〈 〉 ，〈 〉 ，ための制度的な仕組み ９ 女性の人権 １０ 女性とメディア １１ 女性と環境

〈１２〉女児から構成されています。

-88-



ミレニアム開発目標

開発分野における国際社会共通の目標です。極度の貧困と飢餓の撲滅，初等教育の完全

普及の達成，ジェンダー平等推進と女性の地位向上，乳幼児死亡率の削減，妊産婦の健康

の改善などの８つの目標を２０１５年までに達成することを目指すものです。２０００年

９月に採択された「国連ミレニアム宣言」と，１９９０年代に開催された主要な国際会議

などで採択された国際開発目標を統合し，一つの共通の枠組みとして２００１年に国連に

よりまとめられました。

無償労働

賃金や報酬が支払われない家事，育児，介護，ボランティア活動等を意味します。

メディア・リテラシー

メディアの情報を主体的に読み解く能力，メディアにアクセスし，活用する能力，メデ

ィアを通じコミュニケーションする能力の３つを構成要素とする複合的な能力のことで

す。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）

， ，１９９４年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で 今日

女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティブ・ヘルス／

ライツの中心課題には，いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由，安全で満足のい

， ， ， ，く性生活 安全な妊娠・出産 子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており また

思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議

論されています。

ロールモデル

将来像を描いたり，自分のキャリア形成を考える際に参考する役割モデルをいいます。

「女性のチャレンジ支援策について （平成１５年４月男女共同参画会議意見）では，」

一人一人が具体的に自分にあったチャレンジをイメージし選択できるよう，身近なモデル

事例を提示する重要性が指摘されています。
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■実践編

山 根 和佳子 岡山市立高島小学校教諭

宮 野 敬 子 岡山市立南輝小学校教諭

西 川 敦 規 岡山市立福渡小学校教諭

山 口 博 之 岡山市立西大寺小学校教諭

山 田 睦 世 岡山市立三勲小学校教諭

安 富 直 樹 岡山市立旭東小学校教諭

宮 本 裕 美 岡山市立芳泉小学校養護教諭

■理論編，実践編，資料編

角 田 みどり 中国短期大学教授

保 坂 雅 子 岡山大学ダイバーシティ推進本部男女共同参画室助教

岡山市教育委員会指導課

岡山市市民局男女共同参画課
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